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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の結晶性半導体膜と、第２の結晶性半導体膜とを有し、
　前記第１の結晶性半導体膜は、パルス発振型のレーザ光が照射されたため、格子状に整
列した複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒を有し、
　前記第２の結晶性半導体膜は、前記パルス発振型のレーザ光が照射されなかったため、
リッジを有しておらず、
　前記第１の結晶性半導体膜を薄膜トランジスタに用い、前記第２の結晶性半導体膜を容
量素子に用いたことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１の結晶性半導体膜と、第２の結晶性半導体膜とを有し、
　前記第１の結晶性半導体膜は、パルス発振型のレーザ光が照射され、格子状に整列した
複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒を有し、
　前記第２の結晶性半導体膜は、前記パルス発振型のレーザ光が照射されず、リッジを有
しておらず、
　前記第１の結晶性半導体膜を薄膜トランジスタに用い、前記第２の結晶性半導体膜を容
量素子に用いた半導体装置であって、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域は、隣接する前記リッジ間に設けられる
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
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　第１の結晶性半導体膜と、第２の結晶性半導体膜とを有し、
　前記第１の結晶性半導体膜は、パルス発振型のレーザ光が照射され、格子状に整列した
複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒を有し、
　前記第２の結晶性半導体膜は、前記パルス発振型のレーザ光が照射されず、リッジを有
しておらず、
　前記第１の結晶性半導体膜を薄膜トランジスタに用い、前記第２の結晶性半導体膜を容
量素子に用いた半導体装置であって、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域は、結晶粒界を有さない
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　第１の結晶性半導体膜と、第２の結晶性半導体膜とを有し、
　前記第１の結晶性半導体膜は、パルス発振型のレーザ光が照射され、格子状に整列した
複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒を有し、
　前記第２の結晶性半導体膜は、前記パルス発振型のレーザ光が照射されず、リッジを有
しておらず、
　前記第１の結晶性半導体膜を薄膜トランジスタに用い、前記第２の結晶性半導体膜を容
量素子に用いた半導体装置であって、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域は、一つの前記結晶粒のみ有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の結晶性半導体膜が有する結晶粒の大きさは、前記パルス発振型のレーザ光の
発振波長と同程度の間隔である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　パルス発振型のレーザ光を照射して第１の結晶性半導体膜を形成し、前記パルス発振型
のレーザ光を照射せずに第２の結晶性半導体膜を形成し、
　前記第１の結晶性半導体膜をパターニングして薄膜トランジスタを形成し、前記第２の
結晶性半導体膜をパターニングして容量素子を形成する半導体装置の作製方法であって、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射したことにより、前記第１の結晶性半導体膜には、
格子状に整列した複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒が形成され
、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射しなかったことにより、前記第２の結晶性半導体膜
には、リッジが形成されていない
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　非晶質半導体膜に結晶化を促進する金属元素を添加し、
　前記非晶質半導体膜を加熱することにより半導体膜を結晶化し、
　前記結晶化された半導体膜にパルス発振型のレーザ光を照射して第１の結晶性半導体膜
を形成し、前記パルス発振型のレーザ光を照射せずに第２の結晶性半導体膜を形成し、
　前記第１の結晶性半導体膜をパターニングして薄膜トランジスタを形成し、前記第２の
結晶性半導体膜をパターニングして容量素子を形成する半導体装置の作製方法であって、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射したことにより、前記第１の結晶性半導体膜には、
格子状に整列した複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒が形成され
、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射しなかったことにより、前記第２の結晶性半導体膜
には、リッジが形成されていない
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　非晶質半導体膜にプラズマ処理を施し、
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　前記非晶質半導体膜に結晶化を促進する金属元素を添加し、
　前記非晶質半導体膜を加熱することにより半導体膜を結晶化し、
　前記結晶化された半導体膜にパルス発振型のレーザ光を照射して第１の結晶性半導体膜
を形成し、前記パルス発振型のレーザ光を照射せずに第２の結晶性半導体膜を形成し、
　前記第１の結晶性半導体膜をパターニングして薄膜トランジスタを形成し、前記第２の
結晶性半導体膜をパターニングして容量素子を形成する半導体装置の作製方法であって、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射したことにより、前記第１の結晶性半導体膜には、
格子状に整列した複数のリッジ、及び前記複数のリッジ間に形成された結晶粒が形成され
、
　前記パルス発振型のレーザ光を照射しなかったことにより、前記第２の結晶性半導体膜
には、リッジが形成されていない
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　希ガス元素、窒素およびアンモニアから選ばれた一種または複数種を主成分とする気体
をプラズマ化した雰囲気中に、前記非晶質半導体膜を曝すことにより前記プラズマ処理を
施す
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一において、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域が前記結晶粒を一つ有するように、前記第１
の結晶性半導体膜をパターニングする
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至９のいずれか一において、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域が前記結晶粒の粒界を有さないように、前記
第１の結晶性半導体膜をパターニングする
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項６乃至９のいずれか一において、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域が隣接する前記リッジ間に設けられるように
、前記第１の結晶性半導体膜をパターニングする
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項６乃至１２のいずれか一において、
　前記薄膜トランジスタのチャネル形成領域上に導電膜を形成し、
　前記導電膜上に有機材料を塗布し、
　前記有機材料を露光することによりマスクを形成し、
　前記マスクを用いて前記導電膜をエッチングすることによりゲート電極を隣接する前記
リッジ間に形成する
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項７乃至１３のいずれか一において、前記結晶化を促進する金属元素は、Ｎｉであ
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
　請求項７乃至１４のいずれか一において、スピンコーティング法、ディップ法、イオン
注入法、又はスパッタリング法により前記非晶質半導体膜に結晶化を促進する金属元素を
添加することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 4624023 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は結晶性の高い結晶性半導体膜を有する薄膜トランジスタ、並びに薄膜トランジ
スタを有する半導体装置、及びそれらを作製するための結晶化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　最近、薄膜トランジスタを用いた高性能な半導体装置に関して研究が進められている
。特に、高速性や高機能性が要求される半導体装置においては、高移動度を有する薄膜ト
ランジスタ（以下、ＴＦＴとも表記する）を実現する必要がある。
【０００３】
　　その半導体膜の結晶性を高める方法として、半導体膜にニッケル元素（Ｎｉ）を代表
とする結晶性を促進させる金属元素を添加、成膜又は塗布しその後加熱処理を施し、結晶
性半導体膜を形成する結晶化方法が行われている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　　このような結晶化の工程において、Ｎｉを代表とする結晶化を促進する金属元素を用
いることで、大粒径の結晶性半導体膜が得られ、粒界と粒界とが繋がる確率が高く、粒内
欠陥が少ない結晶性半導体膜が得られた。
【０００５】
　また、加熱処理とは異なる結晶化方法として、レーザ照射により結晶化を行う方法が研
究されている。従来のレーザ照射による結晶化方法は、非晶質若しくは多結晶のシリコン
層に紫外線ビームをパルス状にして照射し、シリコン単結晶粒子群からなるシリコン薄膜
を形成しているものがある（例えば、特許文献２参照。）。このレーザ結晶化は、矩形状
の紫外線ビームの照射完了から次のビーム照射までの間おける紫外線ビーム照射位置の移
動量を４０μｍ以下とし、且つ、移動方向に沿って測った紫外線ビームの幅に対する該移
動量の割合を０．１乃至５％としている。そして得られたシリコン単結晶粒子は、基体の
表面に対する選択方位が略＜１００＞方位であることが開示されている。
【０００６】
　また、偏光方向を持ったレーザ光により結晶化を行う場合、レーザ照射条件を最適化す
ることにより、偏光方向と垂直な方向にいわゆるリッジが生じることが報告されている（
非特許文献１参照）。非特許文献１では、リッジの間隔はレーザ光の波長と照射角度に依
存し、ｐ波に偏光されたレーザ光においてλ／（１±ｓｉｎθ）で表すことができると記
載されている。
【０００７】
　特に、非特許文献１の図２（ａ）には、線状のパルスレーザを一回照射すると、リッジ
は線状に形成されることが開示されている。そして、非特許文献１の図２（ｂ）には、一
度目のレーザ照射方向と９０度をなすように２度目の線状のパルスレーザを照射すると、
リッジは格子状に形成されることが開示されている。
【０００８】
　そして非特許文献１では、ガラス基板上に形成された非晶質珪素膜に対して、基板温度
を３５０°とし、超真空、且つ基板と同温度に保持された成膜室でＮｄ：ＹＡＧのパルス
レーザを照射した実験が報告されている。
【特許文献１】特開平７－１６１６３４号公報
【特許文献２】特開平１０－４１２３４号公報
【非特許文献１】Y.Nakata,A.Shimoyama and S.Horita著、「ＡＭ－ＬＣＤ２００　　　
０」、ｐ．２６５－２６８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１による結晶化方法によると、約２００μｍ～３００μｍもの大きさを有する
柱状の結晶の集合（ドメインとも呼ぶ）が多数形成され、一つのドメインにおける結晶は
同じ結晶配向を有する。また、隣りあうドメインとは、配向が異なっており、ドメイン間



(5) JP 4624023 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

に境界を有する。この一つのドメイン内に収まるようにチャネル形成領域を配置してＴＦ
Ｔを形成すれば、高い電気特性が得られる。
【００１０】
　しかし、ドメインはランダムに形成され、形成された一つドメインの内にＴＦＴのチャ
ネル形成領域が配置されるように作製することは困難であった。そのため、画素部や駆動
回路部に配置される全てのＴＦＴのチャネル形成領域をそれぞれ一つのドメイン内に形成
することは困難となってしまう。
【００１１】
　その結果、このような結晶質半導体膜をＴＦＴの活性層（チャネル形成領域、不純物領
域を含む島状半導体膜）に用いた場合、電気特性が高い長所を有する反面、隣りあうドメ
イン（異なる配向を有するドメイン）との境界の存在の有無、または、形成されるドメイ
ンのサイズの違いにより各々のＴＦＴ特性に若干の差、即ちバラツキが生じる恐れがある
。
【００１２】
　画素部や駆動回路部に配置されるＴＦＴに電気特性のバラツキがあれば、各画素電極に
印加する電圧や電流のバラツキが生じ、これが表示むらとなって観察者の目に映ることに
なる。
【００１３】
　現在の時点では、このバラツキは許容範囲内であり、問題ない程度であるが、今後、画
素サイズの微細化がさらに進み、より高精細な画像が求められた場合、このバラツキが非
常に重大な問題になってくると考えられる。将来、さらにゲート配線幅の微小化するとと
もにチャネル形成領域のサイズ（チャネル幅）が微小化するため、ドメインとドメインと
の境界をチャネル形成領域に有するＴＦＴが形成される恐れが生じ、そのＴＦＴ特性（移
動度、Ｓ値、オン電流値、オフ電流値等）は境界のないチャネル形成領域を有するＴＦＴ
と比べて差が生じ、それが表示むらを招くと考えられる。
【００１４】
　そのため、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジ
スタ、及びその作製方法に大きな期待がかかっている。
【００１５】
　また特許文献２による結晶化方法は、矩形状の紫外線ビームの照射完了から次のビーム
照射までの間おける紫外線ビーム照射位置の移動量を４０μｍ以下とし、且つ、移動方向
に沿って測った紫外線ビームの幅に対する該移動量の割合を０．１乃至５％としており、
実施例１において、ある位置における非晶質のシリコン層は１００回、パルス状の紫外線
レーザに曝されている。
【００１６】
　このような結晶化方法では、レーザを１００回といった多数回、シリコン層へ照射する
ため、処理時間がかかってしまう。
【００１７】
　特に、Ｎｉとの金属を用いて配向性を制御して形成された結晶性半導体膜にレーザを多
数回照射する場合、その配向性を維持することは不可能となる。つまり、特許文献１に示
すように、金属元素を用いて配向性が制御された結晶性半導体膜を形成した後、特許文献
２に示す条件のように、レーザを多数回照射させると、配向性が制御された結晶性半導体
膜を維持することができない。
【００１８】
　また非特許文献１に示すように、真空に保たれた成膜室において、基板温度を３５０後
に保持した状態で、Ｎｄ：ＹＡＧレーザを照射する条件で、二度目のレーザ照射を一度目
のレーザ照射と９０度をなすように照射しないとリッジは格子状に形成されないと、レー
ザ処理に時間がかかってしまう。その結果、薄膜トランジスタ、半導体装置の作製に時間
がかかり、量産には不向きである。
【００１９】
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　そこで本発明は、結晶性半導体膜を有する薄膜トランジスタ、特にチャネル形成領域が
一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジスタ、及びその作製方法を提供す
ることを課題とする。そして本発明は、結晶化を促進する金属元素を用いた配向性を制御
可能な結晶化方法であって、一度のレーザ照射により、結晶粒径の小さく、且つ等間隔で
格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜、及び結晶性半導体膜の作製方法を提供
することを課題とする。そして、該薄膜トランジスタを有する半導体装置、及びそれらの
作製方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を鑑み本発明は、非晶質半導体膜にパルス発振型のレーザ（以下、パルスレー
ザと表記する）を照射することにより、結晶粒が整列した結晶性半導体膜を形成し、該結
晶性半導体膜を有する薄膜トランジスタを形成することを特徴とする。特に本発明におい
て、非晶質半導体膜に結晶化を促進する金属元素（以下、単に金属元素とも表記する）を
添加して結晶性半導体膜を形成した後に、パルスレーザを照射すると好ましい。
【００２１】
　なお本発明において、金属元素はニッケル（Ｎｉ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、
パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）インジウム（
Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）などであり、これらから選ばれた一種又は複数種を用いることがで
きうる。
【００２２】
　なお結晶粒が整列した結晶性半導体膜とは、パルスレーザを非晶質半導体膜に照射する
ことにより、リッジが格子状に整列し、該リッジ間に結晶粒が形成された結晶性半導体膜
を指す。なおリッジとは、結晶粒がぶつかり合う点に形成される膜の不規則な隆起点、凸
部であり、例えば図６のＳＥＭ写真に示すように結晶粒がぶつかる点に形成される。そし
てリッジが格子状に整列するとは、特に薄膜トランジスタを形成する領域でリッジが概ね
格子状に整列していればよく、結晶性半導体膜の全体に渡ってリッジが格子状に整列して
いる必要はない。
【００２３】
　特に本発明は、結晶粒の大きさ、つまりリッジの間隔は結晶性半導体膜に照射するパル
スレーザの発振波長（以下、単に波長とも表記する）と同程度の間隔で形成されることを
特徴とする。そして、結晶粒の大きさをパルスレーザの波長で制御することを特徴とする
。さらに、結晶粒の大きさは、結晶性半導体膜に照射するパルスレーザの入射角度θによ
り制御してもよい。なお、入射角度は０＜θ＜９０°、好ましくは２０°≦θ≦４５°と
する。
【００２４】
　かつ本発明は、一度のパルスレーザ照射により格子状に整列したリッジを形成すること
ができる。なお、一度のパルスレーザ照射とは、被照射物となる非晶質半導体膜、又は結
晶性半導体膜に対して、一度走査する場合を指す。但し、結晶性半導体膜のレーザを照射
されるある面（ある照射面）では、複数ショットのパルスレーザが照射される。例えば、
半導体膜の膜厚が５０ｎｍ前後の場合、パルス発振型のエキシマレーザを用いて、３５０
～４５０ｍＪ／ｃｍ2で、２０～４０ショットの条件で照射する。
【００２５】
　本発明において、パルスレーザは光学系を用いて線状に加工すると好ましい。なお「線
状」とは、厳密な意味で「線」を意味しているのではなく、アスペクト比の大きい長方形
（もしくは長楕円形）を意味する。例えば、アスペクト比が２以上（好ましくは１０～１
００００）のものを線状と呼ぶが、線状が矩形状に含まれることに変わりはない。その結
果、大面積を照射することができ、量産性を高めることができる。
【００２６】
　本発明ではパルスレーザとして、Arレーザ、Krレーザ、エキシマレーザ、ＹＡＧレーザ
、Ｙ2Ｏ3レーザ、ＹＶＯ4レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ3レーザ、ガラスレーザ、ルビ
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ーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイヤレーザ、銅蒸気レーザまたは金
蒸気レーザのうち一種または複数種を用いることができる。
【００２７】
　本発明のように、結晶化を促進する金属元素を用いた結晶化を行う場合、該金属元素が
ＴＦＴの電気特性に悪影響を与えるとき、該金属元素を除去、又は低減させる必要がある
。これをゲッタリングという。
【００２８】
　本発明において、レーザを照射すると、Ｎｉを代表とする金属元素はリッジへ偏析する
。そのため、ゲッタリングを行う場合、効率よくゲッタリングシンクへ金属元素を捕獲す
ることができる。特に、レーザ照射後、リッジが形成された結晶性半導体膜上に、希ガス
を添加された半導体膜をゲッタリングシンクとして形成するゲッタリング方法を用いると
よい。つまり、結晶性半導体膜の先端となるリッジへＮｉを代表とする金属元素がすべて
偏析しているため、リッジに最も近い位置へゲッタリングシンクを形成することで、ゲッ
タリング効率を高めることができる。または、結晶性半導体膜の所定領域をゲッタリング
シンクとしてもよい。例えば、ソース・ドレイン領域となる不純物領域をゲッタリングシ
ンクとして、金属元素を低減又は除去してもよい。これらゲッタリングシンクは、エッチ
ング等により除去する必要がある。
【００２９】
　また本発明のように、結晶性半導体膜を形成すると、格子状に整列したリッジに金属元
素が偏析している。また該リッジをフッ酸等により除去することで、ゲッタリング工程を
行うこともできる。この場合、ゲッタリングシンクを形成する必要はない。
【００３０】
　更に好ましくは、結晶性半導体膜に平坦化処理を施してもよい。
【００３１】
　以上のように形成される結晶性半導体膜を用いて薄膜トランジスタのチャネル形成領域
のチャネル長方向の幅は０．２～０．８μｍとするいわゆるサブミクロンＴＦＴを提供す
ることができる。その結果、チャネル形成領域は一つの結晶粒を有する、つまり結晶粒界
を有さない薄膜トランジスタを形成することができる。また隣接するリッジ間にゲート電
極を形成することができる。
【００３２】
　このような薄膜トランジスタを有する半導体装置において、画素部と駆動回路部に対し
てパルスレーザを打ち分けてもよい。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明は、パルスレーザの照射により、結晶粒の大きさ、つまりリッジの間隔を制御し
て形成された結晶性半導体膜を得ることができる。さらに、結晶化を促進する金属元素を
用いることにより、結晶粒の配向性を制御することができる。
【００３４】
　　また特に、チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在するように薄膜トランジスタを形
成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又はなくなることができる。
　その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを作製することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、本発明は多くの異なる態
様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形
態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施
の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するため
の全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り
返しの説明は省略する。
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【００３６】
（実施の形態１）
　　本実施の形態では、具体的な結晶性半導体膜の作製方法について説明する。
【００３７】
　　まず図１（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する基板１００上に下地膜１０１を形成
する。基板１００には、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラス
などのガラス基板、石英基板、ステンレス（ＳＵＳ）基板等を用いることができる。また
、ＰＥＴ、ＰＥＳ、ＰＥＮに代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合
成樹脂からなる基板は、一般的に他の基板と比較して耐熱温度が低い傾向にあるが、作製
工程における処理温度に耐え得るのであれば用いることが可能である。
【００３８】
　　下地膜１０１は基板１００中に含まれるＮａなどのアルカリ金属やアルカリ土類金属
が、半導体膜中に拡散し、半導体素子の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける。よ
ってアルカリ金属やアルカリ土類金属の半導体膜への拡散を抑えることができる酸化珪素
や、窒化珪素、窒化酸化珪素などの絶縁膜を用いて形成する。本実施の形態では、プラズ
マＣＶＤ法を用いて窒化酸化珪素膜を１０～４００ｎｍ（好ましくは５０～３００ｎｍ）
の膜厚になるように形成する。なお下地膜１０１は積層構造を有してもよく、例えば酸化
窒化珪素膜を１０～２００ｎｍ（好ましくは５０～１００ｎｍ）、酸化窒化珪素膜を５０
～２００ｎｍ（好ましくは１００～１５０ｎｍ）の順に積層してもよい。第１の酸化窒化
珪素膜は、酸素の成分と窒素の成分が同程度であり、組成比で示すと例えば、Ｓｉ=３２
％、Ｏ=２７％、Ｎ=２４％、Ｈ=１７％である。一方第２の窒化酸化珪素膜は、酸素の成
分が窒素の成分より非常に多い膜であり、組成比で示すと例えば、Ｓｉ=３２%、Ｏ=５９
％、Ｎ=７％、Ｈ=２％である。
【００３９】
　　ガラス基板、ＳＵＳ基板またはプラスチック基板のように、アルカリ金属やアルカリ
土類金属が多少なりとも含まれている基板を用いる場合、不純物の拡散を防ぐという観点
から下地膜を設けることは有効であるが、石英基板など不純物の拡散がさして問題となら
ない場合は、必ずしも設ける必要はない。
【００４０】
　　下地膜１０１上に非晶質半導体膜１０２を形成する。非晶質半導体膜１０２の膜厚は
２５～１００ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）とする。また非晶質半導体は珪素だけで
はなくシリコンゲルマニウムも用いることができ、シリコンゲルマニウムを用いる場合、
ゲルマニウムの濃度は０．０１～４．５ａｔｏｍｉｃ％程度であることが好ましい。本実
施の形態では４０ｎｍの珪素を主成分とする半導体膜（非晶質珪素膜とも表記する）を用
いる。
【００４１】
　　次に図１（Ｂ）に示すように、好ましくは非晶質半導体膜１０２に金属元素を添加す
る。ここで添加とは、少なくとも結晶化が促進されるように非晶質半導体膜１０２の表面
上に金属元素を形成することをいう。金属元素を添加することにより、低温で結晶化でき
るため好ましい。しかし高温の結晶化に耐えうる基板上に形成する場合等、金属元素を添
加する必要はない。
【００４２】
　　例えば、非晶質半導体膜１０２上にスピンコーティング法やディップ法といった塗布
方法によりＮｉ溶液（水溶液や酢酸溶液を含む）を塗布し、Ｎｉを含む物質１０３（但し
、極めて薄いため膜として観測できない場合もある）を形成する。このとき非晶質半導体
膜１０２の表面の濡れ性を改善し、非晶質半導体膜の表面全体に水溶液を行き渡らせるた
め、酸素雰囲気中でのＵＶ光の照射、熱酸化法、ヒドロキシラジカルを含むオゾン水又は
過酸化水素による処理等により、酸化膜（図示しない）を１０～５０Åに成膜することが
望ましい。また、イオン注入法によりＮｉイオンを非晶質半導体膜中に注入したり、Ｎｉ
を含有する水蒸気雰囲気中で加熱したり、ターゲットをＮｉ材料としてＡｒプラズマでス
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パッタリングしてもよい。本実施の形態では、Ｎｉ酢酸塩１０ｐｐｍを含有した水溶液を
スピンコーティング法により塗布する。
【００４３】
　　その後、非晶質半導体膜１０２を５００～５５０℃で２～２０時間かけて熱処理を行
い、非晶質半導体膜を結晶化し結晶性半導体膜を形成する。このとき加熱温度を徐々に変
化させると好ましい。最初の低温加熱工程により、非晶質半導体膜の水素等が出てくるた
め、結晶化の際の膜荒れを低減することができる。また磁場をかけて、その磁気エネルギ
ーと合わせて結晶化させてもよいし、高出力マイクロ波を使用しても構わない。本実施の
形態では、縦型炉を用いて５００℃で１時間熱処理後、５５０℃４時間で熱処理を行う。
【００４４】
　　次に結晶性半導体膜の表面に形成された酸化膜をフッ酸でエッチング除去した後、図
１（Ｃ）に示すように、結晶化が行われた非晶質半導体膜１０２にパルスレーザ光１０４
を照射する。なお本実施の形態では、結晶化が行われた非晶質半導体膜へパルスレーザを
照射する場合で説明するが、非晶質半導体膜へパルスレーザを照射してもよい。つまり、
半導体膜へパルスレーザを照射する。
【００４５】
　　このときパルスレーザ光１０４は、結晶性半導体膜の全面に対して一度のみ走査を行
うことにより、格子状に整列したリッジを形成することができる。本実施の形態では、パ
ルス発振型のエキシマレーザ（ＸｅＣｌ、発振波長３０８ｎｍ）をエネルギー密度４２０
ｍＪ／ｃｍ2、２５ショットの条件で照射する。このとき線状レーザの形状は、４００μ
ｍ×１２０ｍｍである。
【００４６】
　　すると図１（Ｄ）に示すように、結晶性半導体膜の表面にリッジと呼ばれる凸部１０
５が整列して形成される。このリッジの大きさはレーザ照射条件に依存し、エネルギー密
度、ショット数が多いほど増加する傾向がある。なおリッジとは、結晶粒がぶつかり合う
点に形成される膜の不規則な隆起点、凸部であり、リッジが整列していることは、結晶粒
１０６が整列していることになる。なお図１（Ｄ）はリッジの形状を模式的に示した断面
図である。
【００４７】
　　具体的には実施例１で示すが、図６（Ａ）のＳＥＭ写真のように、リッジが整列して
形成されており、同様に結晶粒が整列して形成されていることがわかる。なおＳＥＭ写真
において、白く見える点がリッジとなっている。
【００４８】
　　このリッジの整列間隔は、パルスレーザ光１０４の波長に依存している。すなわち本
実施の形態では、発振波長３０８ｎｍのエキシマレーザを照射するため、リッジの間隔、
つまり結晶粒の大きさが概ね３０８ｎｍとなり整列している。
【００４９】
　　そのため、発振波長５２７ｎｍのＹＬＦを用いると、結晶粒の大きさは概ね５２７ｎ
ｍとなり整列した結晶性半導体膜を得ることができる。
【００５０】
　　また例えばＮｄ：ＹＡＧレーザの第２高調波（発振波長：５３２ｎｍ）を用いると、
結晶粒の大きさは概ね５３２ｎｍとなり整列した結晶性半導体膜を得ることができる。
【００５１】
　　なおリッジ１０５には、結晶化を促進する金属元素が偏析している。例えば本実施の
形態のように、金属元素にＮｉを用いて結晶性珪素膜を形成する場合、リッジにニッケル
シリサイド（ＮｉＳｉ2、Ｎｉ3Ｓｉ2、Ｎｉ2Ｓｉ等）が偏析する。このように結晶性珪素
膜のリッジへニッケルシリサイドが偏析すると、リッジ外にはＮｉが存在しなくなってお
り、効果的にＮｉを代表とする金属元素を除去することができる。
【００５２】
　　図１（Ｅ）には、リッジ１０５に金属元素が偏析した状態で不活性元素、例えばＡｒ
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が添加された非晶質半導体膜１０７を形成し、加熱処理を行うゲッタリング工程を施す。
なお、リッジ１０５を除去した状態でゲッタリング工程を施してもよい。
【００５３】
　非晶質半導体膜１０７は、Ｓｉを有するターゲットを用いたスパッタリング法、又はＣ
ＶＤ法により形成することができる。例えばスパッタリング装置において、高周波電源を
動作させてターゲットに高周波を印加し、さらに永久磁石を用いて磁場をかけるとよい。
なおターゲット（１２インチサイズ）に印加する電力は０．５～３Ｋｗとする。またこの
とき、基板１００を室温（２５℃）～３００℃に加熱すると好ましい。すると、ゲッタリ
ングシンクとなる非晶質半導体膜１０７が形成される。より好ましくは、基板１００上方
から加熱されたアルゴンガスを供給し、非晶質半導体膜１０７の成膜面と反対の面（非成
膜面）に吹き付けるとよい。この加熱されたアルゴンガスの流量は１０～５０ｓｃｃｍ程
度とすればよい。なお処理時間は成膜条件やスループットを考慮する必要があるが、１～
２０分、好ましくは５分程度とする。
【００５４】
　なお非晶質半導体膜１０７を半導体膜上に形成する場合、濡れ性を向上させ、膜剥がれ
がないように酸化膜を形成すると好ましい。酸化膜は、オゾン水、又は硫酸、塩酸又は硝
酸等の過酸化水素水を混同させた水溶液で処理することにより形成される薄い膜（ケミカ
ルオキサイド）を用いることができる。他の方法としては、酸素雰囲気中でのプラズマ処
理や、酸素含有雰囲気中で紫外線照射することによりオゾンを発生させて酸化処理を行っ
てもよい。
【００５５】
　　本実施の形態では、図１（Ｄ）に示すように、結晶性半導体膜にレーザ光を照射する
と、半導体膜表面には酸化膜が形成される。そのため酸化膜を除去せずに、酸化膜を利用
して非晶質半導体膜１０７を形成することができる。
【００５６】
　　さらに、不純物領域の一部へ不純物元素を注入してゲッタリングシンクとし、加熱を
行うゲッタリング工程を行っても構わない。
【００５７】
　なお本実施の形態では、パルスレーザ結晶化後に、ゲッタリング工程を施すため、結晶
性半導体膜中の非晶質状態の半導体膜を低減した後に、ゲッタリング工程を行うことがで
きる。そのため、結晶化を促進させる金属元素を効率よくゲッタリングシンクへ捕獲する
ことができる。なお、ゲッタリング工程後にパルスレーザ結晶化を行っても構わない。
【００５８】
　その後図１（Ｆ）に示すように、ウェットエッチング、ドライエッチング、又はＣＭＰ
法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ、化学的・機械的ポ
リッシング）による研磨などを用いて、非晶質半導体膜１０７を除去する。例えば、ヒド
ラジンやテトラエチルアンモニウムハイドロオキサイト（ＴＭＡＨ、化学式：（ＣＨ3）4

ＮＯＨ））を代表とするアルカリ性溶液を使用したウェットエッチングにより非晶質半導
体膜１０７の除去ができる。
【００５９】
　その後酸化膜を、フッ酸系のエッチング溶液を用いてウェットエッチングにより除去す
る。またフッ酸系のエッチング溶液は、界面活性剤が含まれていると好ましい。
【００６０】
　　なお薄膜トランジスタのチャネル形成領域、ドレイン領域、又はソース領域にニッケ
ルシリサイド等が存在すると電流のパスとなり、オフ電流増大の原因となる。そのため、
本実施の形態のように金属元素を効率的にゲッタリングすることは結晶性半導体膜を形成
する工程において重要である。
【００６１】
　リッジの除去を行わずに、非晶質半導体膜１０７と、酸化膜のみを除去する場合、リッ
ジ１０５が残ってしまうため、この時点で結晶性半導体膜表面に平坦化処理を施してもよ
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い。平坦化処理の方法は、実施の形態２を参照すればよい。
【００６２】
　　このように形成された結晶性半導体膜を、図２（Ａ）に示すように、所定の形状にパ
ターニングし、島状の結晶性半導体膜１１１、１１２を形成する。なお図２では、結晶性
半導体膜に対して平坦化処理を行わない構成を例示する。そして、フッ酸を含むエッチャ
ントで島状の結晶性半導体膜１１１、１１２の表面を洗浄し、結晶性半導体膜１１１、１
１２を覆うゲート絶縁膜１１３を形成する。ゲート絶縁膜１１３はプラズマＣＶＤ法また
はスパッタ法を用い、厚さを１０～１５０ｎｍ、サブミクロンＴＦＴの場合好ましくは１
０～５０ｎｍとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施の形態では、プラズマＣＶ
Ｄ法により３０ｎｍの厚さで酸化窒化珪素膜（例えば、組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％
、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％の膜）で形成する。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定さ
れるものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。
【００６３】
　　ゲート絶縁膜を形成するとき、リッジ１０５が残っているとゲート絶縁膜が切断され
る恐れがある。特に薄膜トランジスタのサイズを小さくする場合、それに伴ってゲート絶
縁膜が薄くなる。本実施の形態においても、５０ｎｍの厚さでゲート絶縁膜を形成してい
るため、上記問題は無視できない。そのため、平坦化処理を行うと好ましい。平坦化処理
の方法は、実施の形態２を参照すればよい。
【００６４】
　　また特に、ゲート電極下のゲート絶縁膜が断線することが問題となる。そのため本実
施の形態では、以下に示すように隣接するリッジ間にゲート電極を形成するように、設計
することを特徴とする。
【００６５】
　　その後図２（Ｂ）に示すように、ゲート電極となる導電膜１１４を形成する。導電膜
は、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから選ばれた元素、または前記元素を主成分とす
る合金材料もしくは化合物材料で形成すればよく、単層であっても積層であってもよい。
本実施の形態では、ゲート絶縁膜１１３を覆うように、膜厚５０ｎｍの窒化タンタル膜、
膜厚３７０ｎｍのタングステン膜を順次積層して形成して導電膜１１４とする。
【００６６】
　　そして、感光剤を有する樹脂をスピンコーティング法により塗布し、ステッパーを用
いて露光しマスクパターンを転写する。すると、幅（本実施の形態において幅とは、チャ
ネル形成領域のチャネル長方向の幅をいう）０．３～１μｍを有するマスク１１５、１１
６が形成される。
【００６７】
　　図２（Ｃ）に示すように、マスク１１５、１１６を用いて導電膜１１４をエッチング
する。エッチングは、ドライエッチング、又はウェットエッチングを用いることができ、
本実施の形態では、ＣＦ4とＯ2の混合ガスを用いてドライエッチングを行う。すると、等
方的にエッチングされる場合があり、マスク１１５、１１６の幅より細く導電膜がエッチ
ングされてゲート電極１１７、１１８が形成される。もちろん導電膜１１４が、マスク１
１５、１１６と同一幅にエッチングされることもある。なお、ゲート電極１１７、１１８
は隣接するリッジ間に形成される。このときゲート電極の幅は、０．２～０．８μｍとな
っている。すなわちチャネル形成領域の幅が、０．２～０．８μｍとなっている。
【００６８】
　　その後、ゲート電極１１７、１１８をマスクとして不純物元素を添加する。不純物元
素としては、Ｐ（リン）やＢ（ボロン）を用いることができる。
【００６９】
　　すなわち、このようにゲート電極を形成すると、チャネル形成領域は、パルスレーザ
の発振波長と同程度の大きさに形成された結晶粒を一つ有することができる。本実施の形
態では、３０８ｎｍの発振波長を有するエキシマレーザを用いて結晶化を行うため、結晶
粒の大きさ（幅）は概ね３０８ｎｍとなっており、その上に０．３μｍの幅を有するゲー
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ト電極を形成することにより、チャネル形成領域が一つの結晶粒を有するＴＦＴ、いわゆ
るサブミクロンＴＦＴを形成することができる。
【００７０】
　　その後好ましくは、ゲート電極１１７、１１８上に、酸化窒化珪素膜、酸化シリコン
などの絶縁膜からなるパッシベーション膜を形成する。その後、クリーンオーブンを用い
て、３００～５５０℃で１～１２時間加熱し、半導体膜の水素化を行う。
【００７１】
　　そして図２（Ｄ）に示すように、ゲート電極１１７、１１８上に層間絶縁膜１１９を
形成する。層間絶縁膜１１９は、無機材料又は有機材料を有する絶縁膜により形成するこ
とができる。本実施の形態では、酸化珪素を有する絶縁膜を用いて１．０５μｍに形成す
る。
【００７２】
　　次いで図２（Ｅ）に示すように、ソース領域、及びドレイン領域と接続される配線１
２０～１２３（ソース配線、又はドレイン配線ともいう）を形成し、ｎチャネル型ＴＦＴ
１２４、ｐチャネル型ＴＦＴ１２５が形成される。
【００７３】
　　なお、本実施の形態では、ソース・ドレイン領域を有するＴＦＴ構造を例示したが、
ＬＤＤ構造を有するＴＦＴ、ＧＯＬＤ構造を有するＴＦＴを形成することができる。
【００７４】
　　そして、以上のように形成された薄膜トランジスタを有する半導体装置を作製するこ
とができる。半導体装置は、集積回路や半導体表示装置であって、特に液晶表示装置、有
機発光素子に代表される発光素子を各画素に備えた発光装置、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐ
ａｎｅｌ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等の半導体表示
装置の画素部及び駆動回路部に薄膜トランジスタを用いることができる。
【００７５】
　　特に結晶粒を小さくすることができるため、集積回路を有するCPUの薄膜トランジス
タのように、チャネルサイズが小さい薄膜トランジスタに好適である。
【００７６】
　　また半導体表示装置において、画素部と駆動回路部とにおいて結晶性半導体膜を作り
分けてもよい。詳細は実施の形態５を参照すればよい。
【００７７】
　　以上により、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する薄膜トランジ
スタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジス
タ、及びその作製方法を提供することができる。チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在
するように薄膜トランジスタを形成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又はな
くなることができる。その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを
作製することができる。
【００７８】
（実施の形態２）
　　本実施の形態では、半導体膜の平坦化処理について説明する。
【００７９】
　　図１（Ｄ）のように、パルスレーザを照射すると半導体膜表面にリッジ１０５が形成
される。このリッジがＴＦＴ特性等の弊害となる場合、平坦化処理を施すとよい。
【００８０】
　　例えば、パルスレーザを大気中で行った後、レーザ照射室へ窒素を導入し、窒素を混
入した状態でパルスレーザを照射することでリッジの高さが低減され、平坦性を向上させ
ることができる（図８（Ａ）参照）。このとき、レーザ照射室の窒素濃度が高すぎると、
リッジが消失する、具体的には格子状に整列した結晶粒の整列が変化する場合があるため
、窒素濃度と酸素濃度の比率に注意が必要である。このようなレーザ照射室の雰囲気を制
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御する平坦化処理は、処理室の移動がなく処理時間が短い。
【００８１】
　　また、ＣＭＰ法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ、
化学的・機械的ポリッシング）による研磨を行って平坦性を向上させることができる（図
８（Ｂ）参照）。また、ＣＦ4、又はＮＦ3等のフッ化ガスを用いたドライエッチによるエ
ッチバックを行ってもよい。また、パルスレーザ照射時に形成される酸化膜をＨＦ処理に
より除去してもよい。酸化膜が除去されることにより、平坦性が向上し、更に加えて一部
のリッジを伴って酸化膜が除去されることもある。
【００８２】
　　これら場合、結晶性半導体膜表面の除去する厚みにもよるが、最も平坦性が高い結晶
性半導体膜を得ることができる。
【００８３】
　　また特にリッジを除去するために、フッ酸系のエッチング溶液を用いてウェットエッ
チングすればよい。またフッ酸系のエッチング溶液は、界面活性剤が含まれていると好ま
しい。リッジを除去する場合、リッジを除去する際に、くぼんだ穴（凹部）１３０が形成
される（図８（Ｃ）参照）。そこで、リッジが除去された結晶性半導体膜表面に平坦化処
置を施すとよい。例えば、酸素が存在しないガス雰囲気、つまり不活性ガス雰囲気中でレ
ーザ光を照射するとよい。具体的には、窒素ガス雰囲気で、パルス発振型のエキシマレー
ザ（ＸｅＣｌ、発振波長３０８ｎｍ）をエネルギー密度４８０ｍＪ／ｃｍ2、１２ショッ
トの条件で照射し平坦化処理を行う。
【００８４】
　　特に薄膜トランジスタを形成す場合、ゲート電圧印加時、リッジの先端に電界集中が
生じる恐れがある。そのため、リッジ１０５を除去し、さらに平坦化すると好ましい。
【００８５】
　　なお、以上の平坦化処理により多少の影響がでる可能性はあるが、結晶粒の整列状態
は保持されている。
【００８６】
　　このように平坦化処理を行った後に、ゲッタリング工程を行うことができる。またゲ
ッタリング工程後に、リッジの平坦化処理を行ってもよい。
【００８７】
　　このように、半導体表面の荒れを抑えることができ、界面準位密度のばらつきによっ
て生じる閾値のばらつきを抑えることができる。
【００８８】
　もちろん半導体膜表面の平坦性が問題とならない場合は、平坦化処理を行う必要はない
。
【００８９】
　本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【００９０】
（実施の形態３）
　　本実施の形態では、実施の形態１と異なる方法による結晶性半導体膜の作製方法につ
いて説明する。
【００９１】
　　図３（Ａ）には、実施の形態１と同様に、非晶質半導体膜１０２にＮｉ酢酸塩１０ｐ
ｐｍを含有した水溶液をスピンコーティング法により塗布する状態を示す。その後、非晶
質半導体膜１０２を５００～５５０℃で２～２０時間かけて熱処理を行い、非晶質半導体
膜を結晶化し結晶性半導体膜を形成する。
【００９２】
　　そして図３（Ｂ）に示すように、パルスレーザ光１０４を、照射角度θ（０＜θ＜９
０°）を有するように斜めに照射する。なおレーザ条件は実施の形態１と同様であり、パ
ルス発振型のエキシマレーザ（ＸｅＣｌ、発振波長３０８ｎｍ）をエネルギー密度４２０
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ｍＪ／ｃｍ2、２５ショットの条件で照射する。
【００９３】
　　すると図３（Ｃ）に示すようにリッジ１０５の間隔は、パルスレーザの発振波長より
長くなるように形成される。つまり結晶粒１０６は、パルスレーザの発振波長より大きく
なるように形成される。本実施の形態では、θ＝３０°で入射したため、結晶粒１０６の
大きさは２倍となり、概ね６１６ｎｍとなる。このとき、斜め方向と垂直な方向への結晶
粒の大きさはパルスレーザの波長と同程度である概ね３０８ｎｍとなる。すなわち、結晶
粒は３０８ｎｍ×６１６ｎｍとなる。
【００９４】
　　このように、パルスレーザ光１０４の入射角度を制御することにより、結晶粒１０６
の大きさを変えることができる。特に、結晶粒を大きくすることができる。
【００９５】
　　その後実施の形態２に示すような平坦化処理を施すと好ましい。そして図３（Ｄ）に
示すように、実施の形態１と同様な工程によりゲート電極１１７、１１８、ゲート電極を
覆ってパッシベーション膜１２６、及び層間絶縁膜１１９、及び配線１２０～１２３、を
有する薄膜トランジスタを形成することができる。
【００９６】
　　本実施の形態においても、チャネル形成領域が一つの結晶粒を有するようにゲート電
極１１７、１１８を形成することができる。特に、本実施の形態のようにパルスレーザ光
１０４を斜めから照射することにより、結晶粒１０６を大きく形成することができ、それ
に伴ってゲート電極１１７、１１８の幅を大きくすることができる。そのため、チャネル
形成領域に一つの結晶粒を有する薄膜トランジスタを形成する場合、マージンが広がり精
度よく形成することができる。
【００９７】
　　以上により、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する薄膜トランジ
スタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジス
タ、及びその作製方法を提供することができる。チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在
するように薄膜トランジスタを形成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又はな
くなることができる。その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを
作製することができる。
【００９８】
　本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができ、特に斜めにパル
スレーザを照射する工程以外は実施の形態１と同様にして薄膜トランジスタを作製するこ
とができる。そして結晶性半導体膜の平坦化処理については実施の形態２を組み合わせる
ことができる。
【００９９】
（実施の形態４）
　　本実施の形態では、実施の形態１、３と異なる方法による結晶性半導体膜の作製方法
について説明する。
【０１００】
　　図４（Ａ）には、実施の形態１と同様に、非晶質半導体膜１０２を形成する状態を示
す。その後図４（Ｂ）に示すように、非晶質半導体膜１０２を希ガス元素、窒素およびア
ンモニアから選ばれた一種または複数種を主成分とする気体をプラズマ化した雰囲気中に
曝す。これらの元素のプラズマ化は、プラズマ発生装置（プラズマＣＶＤ装置、ドライエ
ッチング装置等）を用いて、３０秒～２０分（好ましくは３～１５分）かけて行うことが
できる。さらに、ガスの流量を５０～３００ｓｃｃｍ、基板の温度を２００～５００度、
ＲＦを１００～４００Ｗとして処理すると好ましい。
【０１０１】
　　そして図４（Ｃ）に示すように、非晶質半導体膜１０２にＮｉ酢酸塩１０ｐｐｍを含
有した水溶液１０３をスピンコーティング法により塗布する。その後、非晶質半導体膜１



(15) JP 4624023 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

０２を５００～５５０℃で２～２０時間かけて熱処理を行い、非晶質半導体膜を結晶化し
結晶性半導体膜を形成する。
【０１０２】
　   もちろん、非晶質半導体膜１０２上に金属元素を添加した後、プラズマ化した希ガ
ス元素、窒素およびアンモニアから選ばれた一種または複数種を主成分とする雰囲気に曝
す処理を行ってもよい。
【０１０３】
　　そして図４（Ｄ）に示すように、パルスレーザ光１０４を照射する。なおレーザ条件
は実施の形態１と同様であり、パルス発振型のエキシマレーザ（ＸｅＣｌ、発振波長３０
８ｎｍ）をエネルギー密度４２０ｍＪ／ｃｍ2、２５ショットの条件で照射する。
【０１０４】
　　すると図４（Ｅ）に示すようにリッジ１０５の間隔は、パルスレーザの発振波長と同
程度に形成される。すなわち本実施の形態では、発振波長３０８ｎｍのエキシマレーザを
照射するため、リッジの間隔、つまり結晶粒の大きさが概ね３０８ｎｍとなり整列してい
る。
【０１０５】
　　その後実施の形態２に示すような平坦化処理を施すと好ましい。そして図４（Ｆ）に
示すように、実施の形態１と同様な工程によりゲート電極１１７、１１８、ゲート電極を
覆ってパッシベーション膜１２６、及び層間絶縁膜１１９、及び配線１２０～１２３、を
有する薄膜トランジスタを形成することができる。
【０１０６】
　　本実施の形態のようにプラズマ処理を行うことにより、金属元素の使用量を増加する
ことなく、該金属元素を用いて得られる結晶質半導体膜の結晶粒を小さくすることができ
る。その結果、サブミクロンＴＦＴを形成することができる。
【０１０７】
　　以上により、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する薄膜トランジ
スタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジス
タ、及びその作製方法を提供することができる。チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在
するように薄膜トランジスタを形成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又はな
くなることができる。その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを
作製することができる。
【０１０８】
　本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができ、特にプラズマ処
理工程以外は実施の形態１と同様にして薄膜トランジスタを作製することができる。さら
にパルスレーザを斜めに照射する工程を有する実施の形態２と組み合わせることができる
。そして結晶性半導体膜の平坦化処理については実施の形態２を組み合わせることができ
る。
【０１０９】
（実施の形態５）
　　本実施の形態では、結晶性半導体膜を有するアクティブマトリクス基板の作製方法に
ついて説明する。なおアクティブマトリクス基板とは、実施の形態１乃至４に記載の薄膜
トランジスタが形成された基板を指す。具体的には薄膜トランジスタがマトリクス状に形
成された画素部と、複数の薄膜トランジスタが形成された駆動回路部を有する基板である
。
【０１１０】
　図５（Ａ）には、アクティブマトリクス基板の上面図を示す。基板４０１上に画素部４
０２、信号線駆動回路４０３、第１の走査線駆動回路４０４、第２の走査線駆動回路４０
５が形成されている。
【０１１１】
　このようなアクティブマトリクス基板において、全体へパルスレーザを照射して結晶化
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を行ってもよいが、必要とされるＴＦＴの電気特性に応じてパルスレーザを打ち分けると
好ましい。例えば、信号線駆動回路や走査線駆動回路を有する駆動回路部では、高移動度
を有するＴＦＴが設けられると好ましい。一方、画素部ではバラツキの少ないＴＦＴが設
けられると好ましい。
【０１１２】
　そこで、パルスレーザを照射する照射領域と、照射しない非照射領域とに分ける。例え
ば、図５（Ｂ）に示すＡ－Ａ’断面図のように、第１の走査線駆動回路４０４、及び第２
の走査線駆動回路４０５を照射領域とし、画素部４０２を非照射領域とすることができる
。この場合、パルスレーザ光１０４が非照射領域に当たらないようにするため、メタルマ
スク１３２を設けた状態でレーザ照射を行うこともできる。
【０１１３】
　さらに、非晶質半導体膜への金属元素の添加を行う領域と行わない領域を設けても構わ
ない。
【０１１４】
　またさらに画素部内においても結晶性半導体膜を作り分けることができる。例えば、画
素部が有するＴＦＴ、特に発光素子と接続される駆動用ＴＦＴと、容量素子とを打ち分け
ることができる。駆動用ＴＦＴがばらつくと、それに駆動される発光素子や液晶素子によ
る表示がばらついてしまう。一方容量素子にリッジが形成されると、リーク電流が発生す
る恐れがある。そのため画素部のＴＦＴ、特に駆動用ＴＦＴにのみレーザ結晶化を行い、
容量素子にはレーザ結晶化を行わないようにしてもよい。
【０１１５】
　例えば、容量素子形成領域にマスクを設けて、パルスレーザが照射されないようにすれ
ばよい。具体的には、少なくとも容量素子上にマスクとして屈折率のより高い膜と、屈折
率のより低い膜とを順次積層し積層膜を形成する。このとき照射レーザの波長をλ、それ
ぞれの屈折率をｎとすると、膜厚が（λ/４）・ｎを満たすように積層するとよい。この
とき、積層膜全体の膜厚は、数百ｎｍ～数μｍとなるように形成する。画素部全面にパル
ス発振型のエキシマレーザ（発振波長３０８ｎｍ）を照射する場合、厚さ４２ｎｍのＳｉ
ＯＮ膜を、厚さ３６ｎｍのＩＴＯ膜を順に形成した積層膜を形成することができる。
【０１１６】
　エキシマレーザは積層膜により屈折するため、容量素子へレーザは照射されない、又は
エネルギーが低減されて照射される。そのため、積層膜が形成された容量素子はリッジが
形成されない、又はリッジの高さが低減されている。その結果、リーク電流を低減するこ
とができる。なお容量素子以外のであってリッジを形成したくない領域に積層膜を形成し
てもよい。
【０１１７】
　また全面にパルスレーザを照射し、特にリッジの形成を防止したい容量形成領域へ連続
発振型レーザ（ＣＷレーザ）を照射し、溶融させてリッジを平坦化してもよい。さらにこ
の場合、金属元素であるＮｉを用いて結晶化を行い、配向性を制御した領域も溶融するた
め、配向性がランダムとなる。
【０１１８】
　以上のように、画素部において、所定箇所にパルスレーザを照射することによりＴＦＴ
のバラツキを低減させ、且つ他の箇所にパルスレーザを照射しないことにより容量素子か
らのリーク電流を防止することができる。
【０１１９】
　本実施の形態において、アクティブマトリクス基板は画素部と、信号線駆動回路部、走
査線駆動回路部等の駆動回路部が一体形成されている構成を例示したが、画素部と、駆動
回路部とを必ずしも一体形成する必要はない。信号線駆動回路部、走査線駆動回路部をＩ
Ｃチップにより形成してバンプ等により接続してもよい。特に、信号線駆動回路をＩＣチ
ップにより形成して、異方導電性フィルム（ＡＣＦ：Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄ
ｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）やフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ：Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐ
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ｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）を介したり、ＣＯＦ法やＴＡＢ法を用いて信号線や走査
線を代表とする配線と接続することができる。
【０１２０】
　本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１２１】
（実施の形態６）
　本実施の形態では、結晶性半導体膜を有する半導体装置の一例である発光装置について
説明する。
【０１２２】
　図９（Ａ）には、第１の基板１２１０上に信号線駆動回路１２００、走査線駆動回路１
２０１、及び画素部１２０２が形成された発光装置を示す。
【０１２３】
　図９（Ｂ）は表示装置のＡ－Ａ’の断面図を示し、第１の基板１２１０上に、ｎチャネ
ル型ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２４とを有するＣＭＯＳ回路を備えた信号
線駆動回路１２００を示す。ｎチャネル型ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２４
とは、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結
晶性半導体膜を有するように形成される。特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結
晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴである。信号線駆動回路１２００や走査線駆動回
路１２０１を形成するＴＦＴは、ＣＭＯＳ回路、ＰＭＯＳ回路又はＮＭＯＳ回路で形成し
てもよい。
【０１２４】
　画素部１２０２は、スイッチング用ＴＦＴ１２２１及び駆動用ＴＦＴ１２１２を有する
。スイッチング用ＴＦＴ１２２１及び駆動用ＴＦＴ１２１２とは、パルスレーザを用いて
レーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有するように
形成される。特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成さ
れたＴＦＴである。なお、画素部１２０２のＴＦＴは信号線駆動回路１２００や走査線駆
動回路１２０１と比べると、高い結晶性を有する必要がない。また画素部１２０２は、駆
動用ＴＦＴ１２１２の一方の電極と接続された発光素子の第１の電極１２１３と、スイッ
チング用ＴＦＴ１２２１及び駆動用ＴＦＴ１２１２を覆い、発光素子の第１の電極１２１
３に相当する位置に開口部を有する絶縁物１２１４と、第１の電極１２１３上に設けられ
た電界発光層１２１５と、対向して設けられた発光素子の第２の電極１２１６を有する発
光素子１２１８とを有する。なお電界発光層は、有機材料、又は無機材料を有し、電子注
入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層等を適宜組み合わせて構成される。
【０１２５】
　絶縁物１２１４はレジスト、ポリイミド、若しくはアクリル等の有機樹脂膜、又は窒化
珪素、若しくは酸化珪素等の珪素を含む無機絶縁膜で形成すればよい。ここでは、絶縁物
１２１４として、ポジ型の感光性アクリル樹脂膜を用いて形成する。なお有機樹脂膜等を
用いる場合、水分や酸素の侵入を防止するため窒化珪素または窒化酸化珪素を主成分とす
る絶縁膜、または水素を含むＤＬＣ膜（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｌｉｋｅ　Ｃａｒｂｏｎ）を形
成するとよい。
【０１２６】
　なお、後に形成する電極や電界発光層の段差被覆性を良好なものとするため、絶縁物１
２１４の上端部又は下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにすると好ましい。例え
ば、絶縁物１２１４の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物１２１４
の上端部のみに曲率半径（０．２μｍ～３μｍ）を有する曲面を持たせるとよい。また、
絶縁物１２１４として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、又は
光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。
【０１２７】
　発光素子の第１の電極１２１３が駆動用トランジスタ１２１２の第１の電極と接してい
る構成となっているため、発光素子の第１の電極１２１３の少なくとも下面は、半導体膜
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の第１の電極領域とオーミックコンタクトのとれる材料とし、電界発光層と接する表面に
仕事関数の大きい材料を用いて形成することが望ましい。例えば発光素子の第１の電極１
２１３は、窒化チタン膜の単層としてもよいし、３層以上の積層を用いてもよい。
【０１２８】
　発光素子の第１の電極１２１３、及び第２の電極１２１６として透光性を有する導電膜
を用いれば両面発光型の発光装置を作製することができる。
【０１２９】
　また第１の電極１２１３は非透光性、好ましくは反射性の高い導電膜とし、第２の電極
１２１６は透光性を有する導電膜とすることができる。すると、光は封止基板側のみへ出
射される上面出射型の発光装置を作製することができる。
【０１３０】
　また第１の電極１２１３は透光性を有する導電膜とし、第２の電極１２１６は非透光性
、好ましくは反射性の高い導電膜とすることができる。すると、光は基板側のみへ出射さ
れる下面出射型の発光装置を作製することができる。
【０１３１】
　なお、光の出射方向とならない側に設けられた発光素子の電極に、反射性の高い導電膜
を用いることにより光を有効利用することができる。
【０１３２】
　なお画素構成により、第１の電極及び第２の電極のいずれも陽極、又は陰極となりうる
。例えば、第１の電極を陽極とし、第２の電極を陰極とする場合で具体的な電極材料につ
いて説明する。
【０１３３】
　陽極材料としては、仕事関数の大きい（仕事関数４．０eV以上）金属、合金、電気伝導
性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。陽極材料の具体例として
は、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、酸化インジウムに２～２０%の酸化
亜鉛（ＺｎＯ）を混合したＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）の他、金（Ａ
ｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、また
は金属材料の窒化物（ＴｉＮ）等を用いることができる。
【０１３４】
　一方、陰極材料としては、仕事関数の小さい（仕事関数３．８eV以下）金属、合金、電
気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。陰極材料の具体例
としては、元素周期律の１族または２族に属する元素、すなわちＬｉやＣｓ等のアルカリ
金属、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（Ｍｇ：
Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ）や化合物（ＬｉＦ、ＣｓＦ、ＣａＦ2）の他、希土類金属を含む遷移
金属を用いて形成することができる。但し、陰極は透光性を有する必要があるため、これ
ら金属、又はこれら金属を含む合金を非常に薄く形成し、ＩＴＯ等の金属（合金を含む）
との積層により形成する。これら陽極、及び陰極は蒸着法、スパッタリング法等により形
成することができる。
【０１３５】
　また、電界発光層１２１５として、フルカラー表示とする場合、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、青色（Ｂ）の発光を示す材料を、それぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインク
ジェット法などによって選択的に形成すればよい。具体的には、ＨＩＬとしてＣｕＰｃや
ＰＥＤＯＴ、ＨＴＬとしてα－ＮＰＤ、ＥＴＬとしてＢＣＰやＡｌｑ3、ＥＩＬとしてＢ
ＣＰ：ＬｉやＣａＦ2をそれぞれ用いる。また例えばＥＭＬは、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの
発光色に対応したドーパント（Ｒの場合ＤＣＭ等、Ｇの場合ＤＭＱＤ等）をドープしたＡ
ｌｑ3を用いればよい。
【０１３６】
　より具体的な電界発光層１２１５の積層構造は、赤色の発光を示す電界発光層を形成す
る場合、例えば、ＣｕＰｃを３０ｎｍ形成し、α-ＮＰＤを６０ｎｍ形成した後、同一の
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マスクを用いて、赤色の発光層としてＤＣＭ2及びルブレンが添加されたＡｌｑ3を４０ｎ
ｍ形成し、電子輸送層としてＢＣＰを４０ｎｍ形成し、電子注入層としてＬｉが添加され
たＢＣＰを１ｎｍ形成する。また、緑色の発光を示す電界発光層を形成する場合、例えば
、ＣｕＰｃを３０ｎｍ形成し、α―ＮＰＤを６０ｎｍ形成した後、同一の蒸着マスクを用
いて、緑色の発光層としてクマリン５４５Ｔが添加されたＡｌｑ3を４０ｎｍ形成し、電
子輸送層としてＢＣＰを４０ｎｍ形成し、電子注入層としてＬｉが添加されたＢＣＰを１
ｎｍ形成する。また、青色の発光を示す電界発光層を形成する場合、例えば、ＣｕＰｃを
３０ｎｍ形成し、α-ＮＰＤを６０ｎｍ形成した後、同一のマスクを用いて発光層として
ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサゾラト］亜鉛：Ｚｎ(ＰＢＯ)2を１
０ｎｍ形成し、電子輸送層としてＢＣＰを４０ｎｍ形成し、電子注入層としてＬｉが添加
されたＢＣＰを１ｎｍ形成する。なお、上記電界発光層の積層構造に限定されない。
【０１３７】
　以上、各色の電界発光層のうち、共通しているＣｕＰｃやα-ＮＰＤは、画素部全面に
形成することができる。またマスクは、各色で共有することもでき、例えば、赤色の電界
発光層を形成後、マスクをずらして、緑色の電界発光層、再度マスクをずらして青色の電
界発光層を形成することができる。形成する各色の電界発光層の順序は適宜設定すればよ
い。
【０１３８】
　また白色発光の場合、カラーフィルタ、又はカラーフィルタ及び色変換層などを別途設
けることによってフルカラー表示を行ってもよい。カラーフィルタや色変換層は、第２の
基板に設けた後、張り合わせればよい。
【０１３９】
　さらに水分や酸素等による発光素子の劣化を防止するために、発光素子の第２の電極を
覆って設けられた保護膜１２１７を有する。本実施の形態では保護膜１２１７にスパッタ
法（ＤＣ方式やＲＦ方式）により得られる窒化珪素または窒化酸化珪素を主成分とする絶
縁膜、または水素を含むＤＬＣ膜を使用する。
【０１４０】
　そして図９に示すように、発光素子の第２の電極１２１６は、接続領域の絶縁物１２１
４に設けられた開口部（コンタクト）から引き回し配線を介して、接続配線１２０８と接
続される。接続配線１２０８は、異方性導電樹脂（ＡＣＦ）によりフレキシブルプリント
基板（ＦＰＣ）１２０９に接続されている。そして、ＦＰＣ１２０９を介して外部入力信
号となるビデオ信号やクロック信号を受け取る。ここではＦＰＣしか図示されていないが
、このＦＰＣにはプリント配線基板（ＰＷＢ）が取り付けられていてもよい。
【０１４１】
　本実施の形態では、基板１２１０上に信号線駆動回路１２００及び走査線駆動回路１２
０１を形成したドライバ一体型の発光装置を示すが、信号線駆動回路及び走査線駆動回路
はＩＣにより形成し、ＳＯＧ法やＴＡＢ法により信号線、又は走査線等と接続してもよい
。
【０１４２】
　また加圧や加熱によりＡＣＦを接着するときに、基板のフレキシブル性や加熱による軟
化のため、クラックが生じないように注意する。例えば、接着領域に硬性の高い基板を補
助として配置したりすればよい。
【０１４３】
　また第１の基板の周縁部にはシール材１２０５が設けられ、第２の基板１２０４と張り
合わせられ、封止されている。シール材１２０５はエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい
。
【０１４４】
　第２の基板１２０４で封止すると、保護膜１２１７との間に空間が形成される。空間に
は、不活性ガス、例えば窒素ガスを充填したり、吸水性の高い材料を形成して、水分や酸
素の侵入を防止する。本実施の形態では、透光性を有し、吸水性の高い樹脂１２３０を形
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成する。樹脂１２３０は透光性を有するため、発光素子からの光が第２の基板側へ出射さ
れる場合であっても、透過率を低減することなく形成することができる。
【０１４５】
　以上のように、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する薄膜トランジ
スタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジス
タを有する発光装置を作製することができる。
　チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在するように薄膜トランジスタを形成することに
より、結晶粒界での悪影響が低減、又はなくなることができる。その結果、電気特性が揃
い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを作製することができ、高品質な発光装置を提供
することができる。
【０１４６】
（実施の形態７）
　　本実施の形態では、結晶性半導体膜を有する半導体装置の一例である液晶表示装置に
ついて説明する。
【０１４７】
　図１０（Ａ）には、第１の基板１２１０上に信号線駆動回路１２００、走査線駆動回路
１２０１、及び画素部１２０２が形成された液晶表示装置を示す。
【０１４８】
　図１０（Ｂ）は表示装置のＡ－Ａ’の断面図を示し、第１の基板１２１０上に、ｎチャ
ネル型ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２４とを有するＣＭＯＳ回路を備えた信
号線駆動回路１２００を示す。ｎチャネル型ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２
４とは、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した
結晶性半導体膜を有するように形成される。特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの
結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴである。信号線駆動回路１２００や走査線駆動
回路１２０１を形成するＴＦＴは、ＣＭＯＳ回路、ＰＭＯＳ回路又はＮＭＯＳ回路で形成
してもよい。
【０１４９】
　画素部１２０２は、スイッチング用ＴＦＴ１２２１及び容量素子１２４５を有する。ス
イッチング用ＴＦＴ１２２１は、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結
晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有するように形成される。特に好ましくは、チ
ャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴである。容量素子１２
４５は、不純物が添加された半導体膜と、ゲート電極とに挟まれたゲート絶縁膜により構
成される。なお、画素部１２０２のＴＦＴは信号線駆動回路１２００や走査線駆動回路１
２０１と比べると、高い結晶性を有する必要がない。スイッチング用ＴＦＴ１２１１の一
方の電極と接続された画素電極１２５０を有し、ｎチャネル型ＴＦＴ１２２３、ｐチャネ
ル型ＴＦＴ１２２４、画素電極１２５０、及びスイッチング用ＴＦＴ１２１１を覆うよう
に絶縁物１２１４が設けられている。
【０１５０】
　対向基板となる第２の基板１２０４には、信号線駆動回路１２００に相当する位置にブ
ラックマトリクス１２５３が設けられ、少なくとも画素部に相当する位置にカラーフィル
タ１２５２が設けられる。そして対向電極１２５１が形成された第２の基板１２０４に、
ラビング処理を施し、第１の基板１２１０とスペーサ１２５５を介して張り合わせる。
【０１５１】
　第１の基板１２１０、及び第２の基板１２０４の間に液晶層を注入する。液晶層を注入
する場合は、真空中で行うとよい。また第１の基板１２１０へ液晶層を滴下し、第２の基
板１２０４で張り合わせてもよい。特に、大型基板になると液晶層を注入するより、滴下
する方が好ましい。
【０１５２】
　第１の基板１２１０と、第２の基板１２０４とをシール材１２０５を用いて接着する。
第１の基板１２１０と、第２の基板１２０４とには適宜偏光板を設け、コントラストを高
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めるとよい。
【０１５３】
　以上のように、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する薄膜トランジ
スタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄膜トランジス
タを有する液晶表示装置を作製することができる。チャネル形成領域に一つの結晶粒が存
在するように薄膜トランジスタを形成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又は
なくなることができる。その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタ
を作製することができ、高品質な液晶表示装置を提供することができる。
【０１５４】
（実施の形態８）
　本発明を適用して作製される電子機器の一例として、デジタルカメラ、カーオーディオ
などの音響再生装置、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(携
帯電話、携帯型ゲーム機等)、家庭用ゲーム機などの記録媒体を備えた画像再生装置など
が挙げられる。それら電子機器の具体例を図１１に示す。
【０１５５】
　図１１(Ａ)は表示装置であり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００３、スピ
ーカー部２００４、ビデオ入力端子２００５等を含む。表示部２００３は、発光素子、又
は液晶素子を有し、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状
に整列した結晶性半導体膜を有するように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域
が一つの結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２００３は、
画素部と駆動回路部を有する。図１１(Ｂ)はデジタルスチルカメラであり、本体２１０１
、表示部２１０２、受像部２１０３、操作キー２１０４、外部接続ポート２１０５、シャ
ッター２１０６等を含む。表示部２１０２は、発光素子、又は液晶素子を有し、パルスレ
ーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を
有するように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するよ
うに形成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２１０２は、画素部と駆動回路部を有する
。図１１(Ｃ)はノート型パーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２、
表示部２２０３、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウス
２２０６等を含む。表示部２２０３は、発光素子、又は液晶素子を有し、パルスレーザを
用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有する
ように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形
成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２２０３は、画素部と駆動回路部を有する。
【０１５６】
　図１１(Ｄ)はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイッチ
２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を含む。表示部２３０２は、発光
素子、又は液晶素子を有し、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒
が格子状に整列した結晶性半導体膜を有するように形成され、特に好ましくは、チャネル
形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２３
０２は、画素部と駆動回路部を有する。図１１(Ｅ)は記録媒体を備えた携帯型の画像再生
装置であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録
媒体読込部２４０５、操作キー２４０６、スピーカー部２４０７等を含む。表示部Ａ２４
０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ２４０４は主として文字情報を表示する。表
示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４は、発光素子、又は液晶素子を有し、パルスレーザを
用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有する
ように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形
成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２４０３、２４０４は、画素部と駆動回路部を有
する。図１１(Ｆ)はゴーグル型ディスプレイであり、本体２５０１、表示部２５０２、ア
ーム部２５０３を含む。表示部２５０２は、発光素子、又は液晶素子を有し、パルスレー
ザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有
するように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するよう
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に形成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２５０２は、画素部と駆動回路部を有する。
【０１５７】
　図１１(Ｇ)はビデオカメラであり、本体２６０１、表示部２６０２、筐体２６０３、外
部接続ポート２６０４、リモコン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６０７
、音声入力部２６０８、操作キー２６０９等を含む。表示部２６０２は、発光素子、又は
液晶素子を有し、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、結晶粒が格子状に
整列した結晶性半導体膜を有するように形成され、特に好ましくは、チャネル形成領域が
一つの結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴを有する。なお、表示部２６０２は、画
素部と駆動回路部を有する。図１１(Ｈ)は携帯端末のうちの携帯電話機であり、本体２７
０１、筐体２７０２、表示部２７０３、音声入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作
キー２７０６、外部接続ポート２７０７、アンテナ２７０８等を含む。表示部２７０３は
、発光素子、又は液晶素子を有し、パルスレーザを用いてレーザニールすることにより、
結晶粒が格子状に整列した結晶性半導体膜を有するように形成され、特に好ましくは、チ
ャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成されたＴＦＴを有する。なお、表示
部２７０３は、画素部と駆動回路部を有する。
【０１５８】
　　上記の電子機器において、格子状に整列した結晶粒を有する結晶性半導体膜を有する
薄膜トランジスタ、特にチャネル形成領域が一つの結晶粒のみ有するように形成された薄
膜トランジスタを有することができる。チャネル形成領域に一つの結晶粒が存在するよう
に薄膜トランジスタを形成することにより、結晶粒界での悪影響が低減、又はなくなるこ
とができる。その結果、電気特性が揃い、更に移動度の高い薄膜トランジスタを作製する
ことができる。
【０１５９】
　本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【実施例】
【０１６０】
（実施例１）
　本実施例では、本発明により形成された結晶性半導体膜が有する結晶粒について説明す
る。
【０１６１】
　図６（Ａ）には、リッジが整列した結晶性珪素膜のＳＥＭ写真を示す。なおレーザは、
エキシマレーザを用い、エネルギー密度４００ｍＪ／ｃｍ2、２５ショットとした。なお
図６（Ａ）において、線状に加工されたパルスレーザビームは半導体膜に対して移動させ
ずに照射した。
【０１６２】
　また、結晶性半導体膜の表面は結晶粒界を顕在化させるために一般的に知られるセコ液
（ＨＦ：Ｈ2Ｏ＝２：１に添加剤としてＫ2Ｃｒ2Ｏ7を用いて調合した薬液）でのエッチン
グ（セコ・エッチング）を施してある。
【０１６３】
　本実施例では、二クロム酸カリウム２．２ｇを水５０ｃｃに溶かして０．１５ｍｏｌ／
ｌの溶液を調製し、当該溶液にフッ酸水溶液１００ｃｃを加えてものを、さらに水で５倍
に希釈したものをセコ液として使用した。また、セコ・エッチングの条件を室温（１０～
３０℃）にて２５秒とした。
【０１６４】
　図６（Ａ）をみるとリッジ（白い点状の箇所）は概ね格子状に整列していることがわか
る。さらに、リッジはエキシマレーザの波長とほぼ等しい３００ｎｍ間隔で概ね整列して
いることがわかる。
【０１６５】
　図６（Ｂ）には、ＳＥＭ写真の丸で囲んだ領域のリッジ２００、及び結晶粒２０１を模
式的に示す。結晶性珪素膜から薄膜トランジスタを形成する場合、図６（Ｂ）のように一
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つの結晶粒にチャネル形成領域が設けられるように島状の結晶性半導体膜２０２を形成す
る。すなわち、チャネル形成領域２０３が一つの結晶粒２０１を有するようゲート電極２
０４を形成するとよい。そして、電流が流れる方向と、リッジの整列方向とが沿うように
、つまり平行となるように島状の結晶性半導体膜２０２を形成すると好ましい。
【０１６６】
　（実施例２）
　本実施例では、リッジが整列して形成される原理について図７を用いて説明する。
【０１６７】
　図７（Ａ）にはパルスレーザ光を照射する前の珪素膜を示す。
【０１６８】
　図７（Ｂ）に示すように、パルスレーザが1ショット照射された時点でリッジが形成さ
れる。このとき、結晶化を促進する金属元素を形成して加熱を行った珪素膜の場合、加熱
処理の時点でできた核から成長した結晶粒が最後にぶつかる位置にリッジが形成される。
また、金属元素を用いた加熱処理を行わない場合、ランダムな位置にリッジが形成される
。
【０１６９】
　図７（Ｃ）に示すように、パルスレーザの２ショット目では、珪素膜の表面にリッジに
よる凹凸ができたことによってレーザ照射時の散乱光、又は反射光（合わせて乱反射光）
が増加し、入射光と、乱反射光とは干渉する。
【０１７０】
　そして図７（Ｄ）に示すように、パルスレーザの３ショット目以降をみると、干渉によ
ってレーザが強めあった場所は温度が高いため最後に結晶化する。そのため、強めあった
場所には新たなリッジが形成される。それ以降レーザを照射すると、そのリッジが新たな
散乱源となり、また別の場所で干渉が生じる。
【０１７１】
　全てのリッジにおいて、このような干渉は起こっていると考えられ、リッジの数は増加
していく。しかし、高さの高いリッジの方が散乱強度は大きくなるため、パルスレーザの
波長（例えば、エキシマレーザなら約３００ｎｍ）の距離の中に2つのリッジがある場合
は、高いリッジの方がショット数と共に成長して行き、高さの低いリッジの方は、溶融時
になくなってしまう。
【０１７２】
　そのため、初めはランダムに並んでいるリッジであっても、パルスレーザのショット数
が増えるにつれ、高いリッジが規則的に整列して残る。またさらに、ある程度までリッジ
が整列してくると、温度分布がより顕著になり、リッジの整列が促進される。
【０１７３】
　以上のように、格子状に整列したリッジが形成されると考えられる。すなわち、格子状
に整列した結晶粒が形成される。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】本発明の薄膜トランジスタの作製方法を示す断面図である。
【図２】本発明の薄膜トランジスタの作製方法を示す断面図である。
【図３】本発明の薄膜トランジスタの作製方法を示す断面図である。
【図４】本発明の薄膜トランジスタの作製方法を示す断面図である。
【図５】本発明のアクティブマトリクス基板を示す図である。
【図６】本発明の結晶性半導体膜を示すＳＥＭ写真である。
【図７】本発明の結晶性半導体膜の作製原理を示した図である。
【図８】本発明の薄膜トランジスタの作製方法を示す断面図である。
【図９】本発明の発光装置を示す図である。
【図１０】本発明の液晶表示装置を示す図である。
【図１１】本発明の電子機器を示す図である。
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